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令和７年度檜原村予算編成内容
について

　令和 7年度予算編成における各会計の要求額※1 は下表のとおりでした。

　要求内容を精査し、限られた財源の中で必要な経費を必要な施策に配分しバランスの取れた予算

編成を行っていきます。

（単位：千円）

区分　 令和７年度当初要求額 令和６年度当初予算額

一般会計 4,692,175 3,870,000

国民健康保険 556,000 560,000

事業勘定 332,000 350,000

診療施設勘定 224,000 210,000

都民の森管理運営事業 127,000 127,500

介護保険 465,000 449,000

介護サービス事業 54,000 47,000

後期高齢者医療 96,000 89,000

特別会計合計 1,298,000 1,272,500

合計 5,990,175 5,142,500

※ 1　要求額は確定した予算額ではありません。

　令和７年度予算編成にあたり、村民対話集会等における皆様からのご意見を反映した内容をお知

らせします。

〇観光ＰＲ用紙袋の作成経費	 〇生ごみ処理のための経費

〇沿道樹木の伐採経費	 〇ごみステーション購入経費

〇サル被害防止のための経費	 〇放任果樹等伐採のための経費

〇村道・林道清掃経費	 〇自治会運営支援費の増額

〇コミセン等へのＡＥＤの設置費	 〇防犯カメラ設置補助金

	 	 	 	 	 	 	 	 　　など

※なお、上記内容は議決前の内容ですので今後変更になる場合があります。
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令和７年　２月号

〈広告〉

ICHIKEN

檜原村2877 TEL 598－0513
FAX 598－0047

一般土木工事一式
東京都知事許可（般-26）第111726号

24時間年中無休で安心をお届けします
◆営業品目◆
各種消火器・住宅用火災警報器・防災用品
消防設備保守点検・防火対象物点検・避難設備
自動火災報知設備及び消火設備設計施工

〒190-0021  立川市羽衣町3-27-19

TEL 042－523－3337代
FAX 042－525－3302

http：//www.kousaikai.com

住宅入居者募集
　下記のとおり、村営住宅・公営住宅の入居者を募集します。

住宅名 所在地 募集戸数 使用料（月額）

村営上川乗住宅 檜原村１３５９番地１ ２戸（３、４号棟） ２７，０００円

公営神戸住宅 檜原村７９０３番地 １戸（１号棟） 収入基準に基づきます

【公営住宅申込者の資格】
①	現に同居し、又は同居しようとする親族があること。（６０歳以上の方、障害者等の方は単身で
入居できることがあります。）
②	入居する人の収入が基準額以下であること。（政令月収１５万８千円以下、裁量階層２１万４千
円）
③現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
④村に住所又は一定の勤務場所を有すること。
⑤	入居予定者全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）
第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

【村営住宅申込者の資格】
①過去２年間において、市（区）町村民税の滞納がないこと。
②現に自ら居住するため住宅を必要としていること。
③	村に住所又は一定の勤務場所を有する者、若しくは有することが村営住宅の使用により確実と
認められる者であること。
④	入居予定者全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）
第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。

【募集の案内及び申請書の配布】
　檜原村役場西庁舎１階　企画財政課むらづくり推進係
　土・日・祝日を除く、午前９時～午後５時

【申し込み期間】
　２月５日（水）から２８日（金）まで　※必着
　詳細については、下記までお問い合わせください。

◎ 問い合わせ先　企画財政課むらづくり推進係　℡ 042-519-9556
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確定申告・住民税申告のお知らせ
～申告にあたっての重要なお知らせ～

１　確定申告について
　令和６年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出・納税は、２月１７日（月）から
３月１７日（月）までです。還付申告は、２月１７日（月）以前でも行えます。
※３月１８日（火）以降の申告及び納税は延滞金が発生することがありますのでご注意ください。

【確定申告の持ち物】
主に次のものが必要です。
①　源泉徴収票（原本）
②　控除証明書（国民年金等や生命保険・地震保険などの各種保険）
③　医療費控除のための医療費明細書
④　申告者本人の預貯金の支店名・口座番号がわかるもの
⑤　マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカード
　	　マイナンバーカードをお持ちでない方は、番号確認書類（通知カード等）及び身元確認書
類（運転免許証等）
※申告内容により上記以外のものが必要な場合もありますので注意してください。

【公的年金等の収入金額が４００万円以下の方（その他の所得が２０万円以下に限る）について】
以下のいずれにも該当する場合には、納税額がある場合でも確定申告の必要はありません。
①　	公的年金等（その全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります。）の収入金額が４００万円
以下

②　公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が２０万円以下
　	　※年金の源泉徴収票に記載されているもの以外の控除（社会保険料、生命保険料、医療費
等の控除、扶養親族の追加など）がある場合は、住民税申告をしてください。

２　住民税の申告について
　下記の【住民税の申告が必要な方】にあてはまる方が、令和６年中の収入などを村に申告して
いただくものです。

【住民税の申告が必要な方】
・勤務先から檜原村へ給与支払報告書の提出がない方
・給与所得以外の所得があり、確定申告をする必要がない方
・	収入がなく、どなたの扶養にもなっていない方や檜原村以外に住んでいる方の扶養親族になっ
ている方
・	年金収入が４００万円以下で控除（社会保険料、生命保険・地震保険料、医療費等の控除など）
の追加がある方
・遺族年金・障害年金などの非課税年金のみの方

【住民税申告の持ち物】
確定申告の持ち物と同じ（ただし、預貯金の支店名、口座番号が分かるものは不要です）

３　青梅税務署での受付・相談
　所得税及び復興特別所得税・個人事業者の消費税並びに贈与税の申告書作成会場を開設します

開設期間　２月３日（月）から３月１７日（月）まで。
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令和７年　２月号

　　　　　	ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。	 	
※３月２日（日）は立川税務署において相談・受付を行います。

会　　場　青梅税務署
受付時間　午前８時３０分から午後４時まで
入場整理券の配付
　	申告作成会場への入場には「入場整理券」が必要です。入場整理券は、当日、会場で配付
するほか、ＬＩＮＥによる事前発行で入手することができます。
　	LINE アプリでの事前発行では、国税庁 LINE 公式アカウントを「友達追加」
していただくことで、日時指定の入場整理券を入手する手続が行えます。ス
マートフォンをお持ちの方は、ＬＩＮＥアプリで国税庁の公式アカウントを
友だち追加してください。右記のＱＲコードから申込ください。

４　村役場での受付・相談
【役場での受付期間】　２月１７日（月）から３月１７日（月）まで
※住民税の申告及び所得税の還付申告につきましては、２月３日（月）から受付しています。
※	土地・建物、株式などの譲渡所得、住宅借入金等特別税額控除の初年度申告、青色申告、農業・
営業などの所得、消費税、相続税、贈与税については、役場では申告できません。必ず青梅
税務署で申告してください。
★役場職員による夜間の住民税申告受付については下欄の記事を参照してください。
★	窓口の混雑回避のため、申告書の作成については、窓口で必要書類を提出いただき、後日郵
送にて控えを送付いたします。ただし課税資料が不足した場合は、再度来庁していただく場
合があります。
　また、申告書の提出のみの場合は、郵送にてご提出ください。
　・住民税申告書の提出先…村民課税務係
　・確定申告書の提出先…青梅税務署

◎ 問い合わせ先　確定申告について
　　　　　　　　青梅税務署　〒198-8530 青梅市東青梅4-13-4　℡ 0428-22-3185
　　　　　　　住民税申告について

　　　　　　　村民課税務係　内線 112・114

QR コード
はこちら↑

令和７年　住民税申告夜間受付日程
月　日 曜日 受　付　時　間 会　　場

２月２０日 木 午後５時３０分～午後７時３０分 檜原村役場

２月２７日 木 午後５時３０分～午後７時３０分 檜原村役場

３月　６日 木 午後５時３０分～午後７時３０分 檜原村役場

３月１３日 木 午後５時３０分～午後７時３０分 檜原村役場

※申告受付は上記期間以外にも平日（午前８時３０分～午後５時１５分まで）も受付けています。

◎ 問い合わせ先　村民課税務係　内線１１２・１１４

お
知
ら
せ

広報 ひのはら　R ７. ２ 5



〈広告〉

令和７年度会計年度任用職員（パートタイム）募集
◆募集する職種及び人員

職種 業務内容 勤務時間等 勤務先

事務（１名） 窓口案内業務及び施設管理（一
般事務等）（パソコン Excel・
Word ができる方）

週２日以内（土、日、祝日も勤務可能
な方）
午前８時４５分～午後５時１５分

檜原都民の森

◆応 募 期 間　　	２月５日（水）～２月２６日（水）　※土・日・祝日を除く	 	
受付時間：午前９時～午後５時（正午から午後１時までは除く）

◆採用予定日　　４月１日　　　　　　　　◆報 酬 等　　規定の報酬・交通費を支給
◆雇 用 形 態　　会計年度任用職員　　　　◆選 考 方 法　　書類審査、面接
◆応 募 方 法　　	２月２６日（水）までに総務課で配布、又は、檜原村ホームページに掲載された「令和

７年度檜原村会計年度任用職員申込書」に必要事項を記入の上、総務課総務係まで提出
してください。なお、提出された書類は返却いたしません。

◎ 問い合わせ先　総務課総務係　内線 213・216

農地を相続した際の
届出はお済みですか？
　相続などにより新たに農地の権利を取得した場合
は、届出が義務付けられています。

【届出が必要な方】
　農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得
した人
例相続・遺産分割
例法人の合併・分割など
※	農地は農地法の許可を受けなければ、貸し借り・
売買は出来ません。

【届出先】
　檜原村産業環境課農林産業係
　詳しい内容については、お問い合わせください。

◎ 問い合わせ先　産業環境課農林産業係
　℡ 042-598‐1011　内線 129・130

森林の所有者の変更
は届出が必要です

　森林の土地の所有者となった方は、市町村への届出
が義務付けられています。

【届出が必要な方】
　個人・法人を問わず売買契約のほか、相続・贈与・
法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した方

【届出先】
　取得した土地のある市町村

【必要書類】
　詳しい内容については、お問い合わせください。

◎ 問い合わせ先　産業環境課農林産業係
　℡ 042-598-1011　内線 129・130
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令和７年　２月号

　産業環境課農林産業係から、野生動物・獣害対策についてお知らせします。
　今年度の取組と今後の予定について、報告会を企画しました。

記

日　時　２月１３日（木）　午後２時～午後４時

場　所　檜原村福祉センター

テーマ　令和６年度のサル対策について～今までとこれから

内　容　 今年度の取組状況について報告  

他市の取組事例紹介（長野県大町市の取組）  

パネルディスカッション  

今後の予定

　村内ではニホンザルによる農作物被害、家屋侵入が相次ぎ、令和６年度よ	
り対策を強化してきました。けもの通信でもお知らせしているように、サル
の群れの把握や群れごとに管理するための計画について、樋里地区に設置し
た大型檻での捕獲状況の報告、今後の予定についてお知らせします。
　また、長野県大町市からサル対策に従事している市職員をお招きし、大町
市での取組や成果についてお話していただきます。大町市はサルの群れが２４
群あり、今日までに約１０００頭の捕獲を行っています。サルの管理が容易
になったことで耕作を諦めていた人が耕作を再開したことやサル対策の秘訣
についてお話しいただきます。
　パネルディスカッションでは会場の皆様もご一緒にサル対策の専門家の兵
庫県立大学　山端教授や檜原村猟友会、自治会長を交えて今後のサル対策に
ついてお話します。

申込み不要です。
皆様のご参加お待ちしています。

◎ 問い合わせ先　産業環境課農林産業係　℡ 042-598-1011　内線 129・130

産業環境課農林産業係より、野生動物のこと・獣害対策についてお知らせします。

今回は講習会開催のお知らせです。

   記

日時 令和７年２⽉１３⽇（⽊） 午後２時から４時
場所 檜原村福祉センター 
内容 令和６年度のサル対策について報告

先進事例紹介（⻑野県⼤町市の取組み）
講師 兵庫県⽴⼤学   ⼭端 直⼈教授

⻑野県⼤町市役所 傳⼑ 章雄⽒

申し込不要です。直接会場にお越しください。

け も の 通 信
令和７年２⽉ Vol.９

皆様のご参加お待ちしております。

◎ 問い合わせ先（産業環境課農林産業係 電話 ０４２−５９８−１０１１ 内１２９・１３０）に実

村内ではニホンザルによる農作物被害、家屋侵⼊が相次ぎ、令和６年度より対策を強化し
てきました。けもの通信でもお知らせしてきましたが、村の対策や実施状況についてお話
させていただきます。
また、⻑野県⼤町市よりサル対策に従事している職員をお招きし、⼤町市での取り組み

や成果についてお話します。⼤町市はサルの群れが２４群あり、今⽇までに１０００頭の
捕獲を⾏っています。
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令和７・８年度村内事業者向け工事等競争
入札参加資格審査申請について

　檜原村が発注する工事等の入札・契約を希望される方は入札参加資格審査の申請をしてください。
●対　　象　　電子調達サービスで入札参加資格審査の申請を行わない事業者
●受付期間　　２月１０日（月）～３月１４日（金）※土・日・祝を除く
●受付時間　　午前８時３０分～午後５時１５分
●受付場所　　檜原村役場２階　企画財政課
●申請方法　　持参のみ
●申請様式　　申請様式の用紙は檜原村役場企画財政課で配布
●有効期間　　令和７年度・令和８年度（２年間）
※	電子調達サービスで入札参加資格申請を希望される方は、東京電子自治体共同運営サービスホー
ムページをご覧ください。
　https://www.e-tokyo.lg.jp/top/index.html

◎ 問い合わせ先　企画財政課企画財政係　内線 217・214

土地や家、不動産を売りたい方、貸したい方
リフォームや空家解体のご相談など
お気軽にお問い合わせください

〈広告〉

三頭山の日イベント
　檜原都民の森では３月１３日を三頭山の日として、近い休日に三頭山の日イベントを毎年開催し
ています。　皆様のご来園をお待ちしています。
開 催 日 時：３月１６日（日）午前１０時～午後３時

場 所：檜原都民の森　森林館

イベント内容：	①檜原都民の森写真コンテスト表彰式	 ②クライミング体験	 	
③縁日コーナー	 	 	 	 ④丸太切・薪割り・焚火体験	 	
⑤モルック体験	 	 	 	 ⑥逆バンジー	 	
⑦スタンプラリー（クイズに答え、先着順で豪華景品プレゼント‼）

◎ 問い合わせ先　檜原都民の森管理事務所　℡ 042-598-6006
Mail：info@hinohara-mori.jp

お
知
ら
せ
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〈広告〉

代表取締役　吉 澤 伸 行

檜原村2733-2

日の出町事務所・工場　TEL 597-0984
E-mail:yoshizawa-k@kve.biglobe.ne.jp

建築一式工事業

監査結果報告
　檜原村監査委員により下記の監査が行われました。
例月出納検査
１　 対象 	
令和６年度１１月分　檜原村一般会計及び５特別会計	 	
令和６年度１１月分　２公営企業会計

２　実施日　　令和６年１２月２５日（水）
３　審査方法
　　	　会計管理者等の現金の出納事務が正
確に行われているか会計毎に調書を作
成し、現金の出納及び保管の状況を検
査しました。

４　結果
　　	　令和６年度１１月分一般会計及び５
特別会計、令和６年度１１月分２公営
企業会計を検査した結果、伝票、証拠
書類等正確に整理されており指摘事項
もなく良好であり、正確に執行されて
いました。

◎ 問い合わせ先　
議会事務局議事係　内線 311

防災行政無線などを用いた全国一斉の�
緊急情報の伝達試験のお知らせ

　檜原村では、地震や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達試験を行います。
この試験は、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ（ジェイ・アラート））（※）を用いた試験で、檜原村以外の
地域でも様々な手段を用いて情報伝達試験が行われます。

試験実施日　２月１２日（水）　午前１１時頃
試験で行う内容
情報伝達手段 内　　　　　　　容
①	防災行政無線
の放送

村内３４か所に設置してある屋外の防災行政無線及
び各家庭に配付してある個別受信機から、次の放送
内容が一斉に放送されます。

【放送内容】
防災行政無線チャイム
＋　「これは、Ｊアラートのテストです。」×３
＋　「こちらは、ぼうさいひのはらです。」
＋　防災行政無線チャイム

②	行 政 情 報 等
メ ー ル 配 信
サービスによ
るメール配信

檜原村行政情報等メール配信サービスにご登録を頂
いている方には、次の内容のメールが登録されてい
るメールアドレスへ送信されます。

【送信内容】
「試験送信」
「全国一斉の緊急情報伝達試験を実施しています。
檜原村では、防災行政無線による放送及び行政情報
等メール配信サービスを実施しています。」

（※）Ｊ－ＡＬＥＲＴ（ジェイ・アラート）とは、地震や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを通じて
瞬時にお伝えするシステムです。

◎ 問い合わせ先　総務課総務係　内線 216 お
知
ら
せ
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ＴＯＫＹＯむら興し
～事業づくりは緑づくり～

２月１５日（土）成果報告会　開催！
内容詳細

　「ＴＯＫＹＯむら興し」は、東京都が実施する関係人口（地域と多様に関わる人々）を生み

出す事業です。

　檜原村において、全国から地域や社会貢献に興味がある方を募り、村民の方にもチームに参

加いただき、一緒に地域課題を解決するために、３つのチームが令和６年９月から村民の皆様

と対話をしながらフィールドワークを行い、新ビジネスの創出に取り組んできました。

　今回は、本事業に参加した２チームが５か月間アイデアの具体化に取り組んだ成果報告を檜

原村の皆様に行います。

各チームの取組
① 「森の恵みを通じて命を繋ぎ、檜原村を人と自然が共生する村に」をミッション

に檜原村の資源を活用したペット向けサービスの創出＜最優秀賞の取組＞
② 「村民の日常を誇りとする」をミッションに、対面コミュ

ニケーションを重視した地域密着型ＥＣを予定。第一弾
として檜原村オリジナルビールの製造

日時▷２月１５日（土）午後２時～午後４時（午後１時５０分開場）
場所▷檜原村役場　３階　住民ホール

＜プログラム＞
【第一部】　事業成果報告　　　
【第二部】　パネルディスカッション

報告会参加申込みはこちら➡　

◎ 問い合わせ先　ＴＯＫＹＯむら興し運営事務局　MAIL：en-dukuri@bornrex.com
　住所：〒100-0005　東京都千代田区丸の内3-3-1　新東京ビル4階

お
知
ら
せ
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令和７年　２月号

秋川クリーンアップ２０２５
　「秋川と暮らし、共に生きる」をテーマとして、誰もが気軽に楽しく
参加できる秋川の清掃活動を実施します。清掃後に「だんべぇ汁」など
地元の食材を使用した軽食をご用意しています。
日 時　	２月２２日（土）午前１０時３０分～午後１時	 	

（雨天・荒天中止）
場 所　リバーサイドパーク一の谷
費 用　無料
主 催　	（株）東京サマーランド（東京都競馬グループ）
申 込 み 方 法　	申込みフォームまたは電話	 	

※詳細は、秋川クリーンアップ２０２５ホームページ参照

秋川クリーンアップ
２０２５ホームページ 申込みフォーム

第６回　東京サマーランド�
わんダフルネイチャーヴィレッジ�
「チャリティー音楽会」

　秋川渓谷の四季をイメージして作曲された“秋川組曲”等の楽曲をリコー
ダー、オカリナ、ソプラノなどで奏でます。秋川渓谷の観光ＰＲ、寄付先の活
動紹介も行います。
○出演者 ･･･	ヴィレッジ　ミュージック　アンサンブル（リコーダー）、小春

空トリオ（オカリナ）、橋本夏希（ソプラノ）他
日　時　３月８日（土）午後２時開演（午後１時３０分開場）
場　所　秋川キララホール
費　用　①	前売券…	大人２，０００円、	 	

子ども（３歳～小学生）・学生１，０００円	 	
いろどり屋、武蔵五日市駅前観光案内所、檜原村観光協会、
秋川渓谷瀬音の湯、わんダフルネイチャーヴィレッジ、
電子チケットにて販売中。

②当日券…	大人３，０００円、	 	
子ども（３歳～小学生）・学生２，０００円	 	
開催当日会場にて販売。

※	前売券・当日券ともに、わんダフルネイチャーヴィレッジ入園ご
招待券３枚付きとなります。（有効期間：３月９日～７月１３日まで）
※	チャリティーとして、チケット売上金額の一部を特定非営利活動
法人ピースウィンズ・ジャパンに寄付いたします。
※	来場者特典として、当日、東京サマーランド１Ｄａｙパス割引券を来場者１名につき１枚（５名様まで
有効）進呈いたします。（有効期間：３月２２日～５月３１日まで）

その他　詳細はチャリティー音楽会ホームページを参照
主　催　（株）東京サマーランド（東京都競馬グループ）

チャリティー
音楽会
ホームページ

電子チケット
ＱＲコード

◎ 申込み・問い合わせ先　わんダフルネイチャーヴィレッジ　℡ 042-558-5861

お
知
ら
せ
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３月の人権・行政相談
日　　時　３月１３日（木）午後１時～午後３時　　　場　　所　檜原村役場３階住民ホール

対 象 者　村内在住の方　　　　　　　　　　　　　　相談方法　面談による相談

◎ 問い合わせ先　村民課村民保険係　内線 111・115

弁護士による無料法律相談
　日常の暮らしの中で困っていること、心配ごと、悩みごとなどありませんか。

　ささいなことでも結構です。皆様のよりよい暮らしのために相談してみてはいかがでしょうか。

日　　時　３月１３日（木）午後１時～午後４時（受付時間：午後０時５０分～午後３時３０分）

場　　所　檜原村役場３階住民ホール

対 象 者　村内在住の方

相談方法　面談による相談

◎ 問い合わせ先　村民課村民保険係　内線 111・115

「青梅年金事務所より」
予約による年金相談について

　年金相談・お手続の際は、予約相談をご利用ください。

　ご予約いただくと

　　①お客様のご都合にあわせて、スムーズに相談できます！
　　②相談内容にあったスタッフが事前に準備のうえ、丁寧に対応します！

　ご予約のお申込みは「予約受付専用電話」へ！

　　℡０５７０- ０５- ４８９０

〈受付時間〉
月曜日～金曜日（平日）午前８時３０分～午後５時１５分

〇予約相談希望日の前日まで受付しています。

〇	ご予約の際は、基礎年金番号の分かる基礎年金番号通知書や年金手帳、年金証書をご準備く

ださい。

◎ 問い合わせ先　青梅年金事務所　℡ 0428-30-3410

く
ら
し

くらし
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令和７年　２月号

マイナンバーカードの
電子証明書の更新について

☆マイナンバーカードに格納されている電子証明書の有効期限は５年です
　有効期限を迎える方は、電子証明書の更新手続が必要です。有効期限の２～３か月前を目途に有効期限通
知書が送付されます。
　電子証明書の更新は、「本人」もしくは「代理人」が手続きを行うことができます。以下の書類等をご用
意の上、役場村民課窓口までお越しください。

手続を行う方 手続に必要なもの

本人の場合
①マイナンバーカード
②有効期限通知書
③暗証番号

代理人の場合

①本人のマイナンバーカード
②有効期限通知書
③	照会書兼回答書に必要事項（暗証番号については、現在設定されているもの）
を記入のうえ、専用封筒に入れられたもの。
④代理人の本人確認書類（写真付きなら１点、それ以外の場合は２点必要）

☆ご注意
　有効期限通知書が届いた方に、代理で更新手続きをすると言って、マイナンバーカードと暗証番号をだま
し取ろうとする不審な電話に注意してください。見知らぬ第三者にマイナンバーカードを渡し、暗証番号を
教えないようお願いします。

◎ 問い合わせ先　村民課村民保険係　内線 111・115

一般建築・リフォームのことなら
なんでもご相談下さい！！
一般建築・リフォーム

株式会社 光壽建築
代表取締役　野村　正雄

〒190-0212 東京都西多摩郡檜原村435-2
TEL 042-598-0870
FAX 042-598-1300

光
壽

消防・防災全般
備えあれば憂いなし！

消火器・住宅用火災警報器・消防ポンプ・消防団用品
防災用品全般販売・消防設備設計・施工・保守点検

建築設備・防火対象物点検

株式会社　セイフティー
（旧：株式会社　きしの防災）

safety@sft-bousai.com

〈広告〉

～今月の納期～　２月２８日（金）です
・国民健康保険税第８期　　　　・介護保険料第８期　　　　・後期高齢者医療保険料第８期

納め忘れのないようにお願いいたします。

～地方税お支払サイト～
※介護保険料、後期高齢者
医療保険料の支払いには対
応しておりません。

く
ら
し
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高齢者医療費助成の申請は
お済みですか？

　檜原村高齢者医療費助成制度は、受診月の翌月から２年以上経過すると請求できなくなりますの
で、申請がお済みでない方はお早めに申請してください。
　高齢者医療費助成とは、村民の皆様が診療所や病院・薬局・治療院等の窓口で支払う金額（一部
負担金）の半額（１／２）を助成する村独自の助成制度です。
　診療所や病院・薬局・治療院等で支払った分の領収書を忘れずに保管しましょう。

▽助成対象者▽
次の条件のすべてを満たす方
①７５歳以上の方
②村内に住民登録をした日から引き続き３年以上住所のある方
③後期高齢者医療被保険者の方
④檜原村介護保険被保険者の方
⑤後期高齢者医療保険料及び介護保険料を１年以上滞納していない方
⑥生活保護法による保護を受けていない方
※年の途中で上記の条件のすべてを満たす場合には、満たした日からが対象となります。

▽医療費の助成申請方法▽
　診療所や病院・薬局・治療院等で支払った「領収書」をなるべく１か月分まとめて、翌月に役
場村民課窓口、又は、やすらぎの里１階福祉けんこう課窓口で申請してください。

（申請受付場所・時間）
・役場１階　村民課窓口
・やすらぎの里１階　福祉けんこう課窓口
　（午前８時３０分から午後５時１５分まで（土・日・祝日・年末年始除く）

▽申請に必要なもの▽
①高齢者医療費助成金支給申請書（窓口に用意してあります）
②後期高齢者医療被保険者証、又は資格確認書
③介護保険被保険者証
④印鑑
⑤領収書
⑥振込口座の通帳（口座番号がわかるもの）
※	対象者本人のものを原則とします。対象者が死亡、またはやむを得ず本人以外の名義の口座
を指定する場合、申立書や委任状が必要です。

▽助成対象外の費用について▽
・保険適用でない治療や薬剤にかかる費用
・入院時の食事療養及び生活療養標準負担額
・他の法令によって助成される部分
・高額療養費に該当する部分
・医師の証明書にかかる文書作成料
・申請する月から２年以上前に受診した費用

◎ 問い合わせ先　村民課村民保険係　内線 116・119

く
ら
し
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令和７年　２月号

使っていないバイク・軽自動車等は
廃車の手続きを！

　軽自動車税は４月１日に所有している方に課税されます。バイクや車がないのに廃車の手続をしないと、継続し
て税金がかかりますので、必ず廃車の手続をしてください。
　また、車種によって手続をする場所が異なりますので、下記をご参照ください。

● 排気量が１２５ｃｃ以下の原動機付自転車、小型特殊自動車（いずれも標識番号が「檜原村」または「桧原」で
始まるもの）
　手続、問い合わせ先：檜原村役場　村民課　税務係

●排気量が１２６ｃｃ以上のバイク（標識番号が「八王子」または「多摩」で始まるもの）
　手続・問い合わせ先：東京運輸支局八王子自動車検査登録事務所
　八王子市滝山町１－２７０－２　℡０５０－５５４０－２０３４

●軽自動車（標識番号が「八王子」または「多摩」で始まるもの）
　手続・問い合わせ先：軽自動車検査協会東京主管事務所八王子支所
　青梅市新町６－１８－２　℡０５０－３８１６－３１０３

◎ 問い合わせ先　村民課税務係　内線 117

令和７年度交通災害共済
「ちょこっと共済」申込方法の変更について
　「ちょこっと共済」は、東京都内３９市町村の住民が会費を出し合い、交通事故によるケガでの入院・通院日数に
応じて、見舞金を受けられる助け合いの制度です。

　今回から自治会長による申込書の取りまとめを廃止することとなりました。
　加入を希望される方は以下の受付窓口までお越しいただくか、インターネット申込みをご利用ください。

申込書及び会費の集金について

受付窓口＜２月３日（月）から受付開始＞
　・役場１階村民課　・やすらぎの里ふれあい館１階　
※インターネット申込みは２月１日（土）から受付開始
加 入 で き る 方　　村内に住民登録をしている方
会 費 （ 年 間 ）　　Ａコース　　１，０００円　　　Ｂコース　　５００円
見 舞 金　　コースごとに設定され、交通災害の程度によって共済見舞金は異なります。
申 込 書 の 配 布　　	申込書は今月の広報ひのはらに折り込まれています。	 	

役場１階村民課、やすらぎの里ふれあい館１階に設置します。
公費負担加入者
　次の方々は、村費負担でＢコースに加入しますのでお申込みの必要はありません。
　差額５００円を自己負担することでＡコースへの変更も可能です。　※コース変更はお申込みが必要です。

◎村内に住民登録のある小・中学生　　　◎消防団員（機能別消防団員を含む）
現在加入している方へ
　現在加入されている方の共済期間は、３月３１日満了となります。

インターネット申込みはこちら

◎ 問い合わせ先　村民課村民保険係　内線 111
ちょこっと共済ホームページ　https://chokottokyosai.jp

く
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路上駐車はやめましょう
災害時には…
○		災害等が発生した場合、災害復旧作業や緊急車両等の通行の支障となる事がありますので、路
上駐車はしないようお願いします。

道路交通法では…
○		駐車禁止等の標識がなくても長時間の路上駐車は違反となりますので、必ず駐車場や車庫等決
められた場所に駐車するようお願いします。

降雪時には…
○		除雪作業の支障となり、作業時間が余計にかかる場合があります。また、思わぬ事故の原因と
なります。

◎ 問い合わせ先　産業環境課建設係　内線 125・131

檜原村ゴミゼロウェイストの取組
使用済み油を資源として回収します
　家庭や店舗から排出された食用油（廃食用油）を原料とする燃料（SAF）
で飛行機が空を飛ぶ世界を実現するプロジェクト「FRY	to	FLY	Project」に
檜原村として参加しました。
　４月１日から、家庭等から排出される食用油（サラダ油等）を資源として
収集します。
　収集方法は、３月広報でお知らせいたします。

◎ 問い合わせ先　産業環境課生活環境係　内線 127

不法投棄の監視にご協力を！
　村道・林道沿い等に様々なごみが不法投棄されていることがあります。
　村全域の不法投棄の監視・発見には、住民の皆様の協力が欠かせません。
　不審な車、不法投棄の現場を目撃された場合は、五日市警察署または産業環境課生活環境係にご
連絡ください。
※車の特徴や車のナンバー等が分かる場合は紙に書き留めて、ご連絡ください。

◎ 問い合わせ先　五日市警察署　℡ 042-595-0110
　　　　　　　  産業環境課生活環境係　内線 121

環
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令和７年　２月号

ヘルシ～ひのはらいふ
　栄養教室「ヘルシ～ひのはらいふ」を行います。

　みなさんが健康で豊かな生活を実現していけるよう、健康に関する正しい情報をお伝えする場、

正しい食生活を身に付けていただく場です。

　今年度最後のテーマは「アンチエイジング」です。ぜひ、ご参加ください。

対象者　	ご興味のある方は、どなたでもお申込みいただけます（定員 12名です。３月７日（金）ま

でに申込みください。）。

日　時　３月 19日（水）　午前１０時～午後１時

場　所　やすらぎの里　保健センター（けんこう館２階）

◎ 申し込み・問い合わせ先　福祉けんこう課けんこう係　℡ 042-598-3121

こちら地域包括支援センターです！！
～出前講座を行います～

　「介護保険について知りたい！」「認知症ってどんな病気？」「財産管理をどうしよう・・・」

など、みなさんの要望に沿って、出前講座を行います。

　地域や団体で学んでみたいことがあればお気軽に地域包括支援センターまでご連絡ください。

◎ 問い合わせ先　檜原村地域包括支援センター　℡ 042-598-3121

栄養教室

２月の�
精神保健巡回相談
【日時】２月１８日（火）午後３時～午後５時

　ご自身やご家族等のこころの健康につい
て、専門医と保健師がご自宅に訪問して相談
に応じます。秘密は厳守いたします（費用無
料）。

２月の栄養相談
【日時】２月１２日（水）　２月２６日（水）
　　　 午前９時 30分～午後３時

【会場】やすらぎの里　保健センター
　　　 （けんこう館２階）

　ご自身やご家族の栄養についての疑問や食

事療法などについて、栄養士・保健師が相談

に応じます。

★ご利用される場合には、ご予約が必要となります。詳細につきましては、お問い合わせください。

◎ 問い合わせ先　福祉けんこう課けんこう係　℡ 042-598-3121

福祉・けんこう
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檜原村ファミリー・サポート・センター事業
登録会員募集

　この事業は、子育ての手助けが必要な方（利用会員）と子育てを手伝ってくださる方（協力会員）
が会員となり、地域の中で助け合いながら子育てをする会員組織です。
　下記のとおり会員を募集しますので、希望される方は子ども家庭支援センターまでご連絡くださ
い。

会員の種類・資格
　○利用会員（子育ての手助けが必要な方）
　	　村に住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）による届出をしている方でおおむね生後６か
月から小学校４年生までの子どもを持つ保護者
　○協力会員（子育てを手伝ってくださる方）
　	　村に住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）による届出をしている方で２０歳以上の健康
な方
　○両方会員
　　利用会員と協力会員の両方を兼ねてできる方

活動内容
　①　保育施設まで子どもの送迎をする。
　②　保育施設の保育開始前や終了後、子どもを預かる。
　③　学校の放課後または児童館終了後、子どもを預かる。
　④　保護者等の病気や急用等の場合に子どもを預かる。
　⑤　冠婚葬祭や子どもの学校行事の際、子どもを預かる。
　⑥　その他
　　＊　子どもを預かる場合は、原則として協力会員の自宅で行う。
　　＊	　支援活動は、早朝、夜間にわたることもありますが、原則として子どもの宿泊は行わない。

報酬基準

平　　　　日
午前７時から午後７時 １時間あたり　７００円
上 記 以 外 １時間あたり　９００円

土・日・祝日 終 　 　 日 １時間あたり　９００円
＊利用会員は、預かってもらった時間数に応じて報酬を協力会員に支払います。

会員になるには
　子ども家庭支援センター（やすらぎの里内）にある入会申込書に必要事項をご記入の上、ご提出
ください。特別な資格などはありませんが、会員の方が安心して育児に関する相互援助活動が行え
るよう、センターでは会員を対象に育児に関する知識・技術を身につけるための講習会を実施する
予定です。

◎ 申込み先　檜原村こども家庭センター（やすらぎの里内）　℡ 042-598-3122
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令和７年　２月号

令和６年度檜原村要介護者�
タクシー乗車料金等助成制度について

　要介護者が医療機関等へ通院または外出する際のタクシー乗車料金及びガソリン購入費を助成いたしま
す。

●助成の対象者
　村内に住民登録があり、令和６年 4月 1日現在、前年度の住民税が非課税の方で、次の条件に該当する方
　・６５歳以上の方
　・要介護認定を受け、要介護１から要介護５と認定された方

●助成金の額
　タクシー乗車料金及びガソリン購入費について、年間１５，０００円を上限に助成します。
※	ただし、助成を受けられる対象者及び介護者が、村の税金、使用料、手数料、保険料、分担金、学校給食
費、認可保育所の保育料などを滞納されている場合は助成の対象となりません。また、滞納金の納付によ
り滞納が解消した場合でも、滞納期間内の助成は受けられませんのでご注意ください。

●申請場所
　やすらぎの里福祉けんこう課
　印鑑、助成金の振込みを希望する金融機関の口座番号がわかるもの（現金での支給は行いません。）、タク
シー乗車料金領収書またはガソリン購入費領収書をお持ちください。

令和６年度檜原村重度障害者�
タクシー乗車料金等助成制度について

　在宅の重度障害者の社会参加を促進するため、タクシー乗車料金及びガソリン購入費を助成いたします。

●助成の対象者
　村内に住民登録があり、令和６年４月１日現在、前年度の住民税が非課税の方で、次の条件に該当する方
（施設入所者は除く）
・身体障害者手帳１種３級以上の方
・愛の手帳２度以上の方
・精神障害者保健福祉手帳２級以上の方

●助成金の額
　タクシー乗車料金及びガソリン購入費について、年間１５，０００円を上限に助成します。
※	ただし、助成を受けられる対象者及び保護者が、村の税金、使用料、手数料、保険料、分担金、学校給食
費、認可保育所の保育料などを滞納されている場合は助成の対象となりません。また、滞納金の納付によ
り滞納が解消した場合でも、滞納期間内の助成は受けられませんのでご注意ください。

●申請場所
　やすらぎの里福祉けんこう課
　印鑑、助成金の振込みを希望する金融機関の口座番号がわかるもの（現金での支給は行いません。）、タク
シー乗車料金領収書及びガソリン購入費領収書をお持ちください。

◎ 問い合わせ先　福祉けんこう課福祉係　℡ 042-598-3121

◎ 問い合わせ先　福祉けんこう課けんこう係　℡ 042-598-3121
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檜原村の高齢者支援事業
　高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けられるようにするため、檜原村では様々な事業
を行っています。

◆高齢者等買い物支援事業
　事前に村に登録された協力店が、注文のあった商品を自宅までお届けします。

◆高齢者等 ICT みまもり事業
　	高齢者の自宅の電球に、点灯／消灯の動きがない場合、事前に登録されたメールアドレスに連絡
します。

◆高齢者電話見守り事業
　	毎日、自動的にかかる電話により、サービス利用者の体調・安否を確認し、事前に登録されたメー
ルアドレスに報告します。

◆高齢者等ごみ収集支援事業
　	ごみ出しが困難な高齢者や障害者の方などを対象に、ごみや資源を玄関先まで戸別収集に伺いま
す。

◆高齢者自立支援住宅改修給付事業
　高齢者のいる世帯に対し、転倒防止・介護の軽減等を図るため住宅改修を行った際の助成事業です。

◆高齢者自立支援日常生活用具給付事業
　日常生活を営むのに支障がある高齢者に対して日常生活用具を給付します。

◆高齢者宅警報機器等取付事業
　	一人暮らし高齢者等の本人及び離れて暮らす家族が安心して生活できるよう、高齢者宅に機器を
取り付ける事業です。

◆介護保険市町村特別給付 ･ 介護保険地域支援事業（配食サービス）
　自らが食事を用意することに支障のある高齢者を対象に栄養のバランスのとれたお弁当を配送し
ます。（年末年始祝日を除く毎週火曜・木曜）

◆高齢者等外出支援事業
　公共交通機関やデマンドバスが通っていない地域を対象に、実施しています。

◆要介護者タクシー乗車料金等助成金
　要介護１以上の方がタクシーなどを利用した際の利用料金の一部を助成します。

◆高齢者運転免許自主返納者支援補助金
　運転免許を自主返納した方へ生活交通費の一部を補助します。

　※各種事業の利用には事前申請が必要です。

◎ 問い合わせ先　福祉けんこう課福祉係　℡ 042-598-3121
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西多摩医師会・西多摩地域脳卒中医療連携検討会
「市民公開講座」

日　　時：３月２２日（土）　午後２時～午後３時３０分
場　　所：WEB配信	+	西多摩医師会館	 テ ー マ：在宅療養のススメ
演題演者 :
　・「ACPとはいかなるものか」 大久野病院 理事長 進

しん

藤
どう

　晃
あきら

	先生
　・「安心サポート事業」 進藤医院 院長 進

しん

藤
どう

　幸
ゆき

雄
お

	先生
　・「最期までその人らしい人生を支援するACPとは～定期巡回随時対応型訪問介護看護の症例～」

羽村の郷　介護支援専門員  林
はやし

　千
ち

代
よ

美
み

	氏
ひかり指定定期巡回	管理者  牧

まき

野
の

　裕
ひろ

美
み

	氏
定　　員：会場参加　30名　WEB参加　定員無し	 	
参 加 費：無料
申込方法：次のいずれか
①　下記申込み用URL・ORコード
②　電話　0428-23-2171（平日午前９時～午後４時）
③　メール　ishi-kai@nishitama-med.or.jp　
　　申込用 URL：https://bit.ly/nishitama
　詳しくは、西多摩医師会ホームページをご覧ください。

「ヘルプカード」を配布しています
　障害のある方の中には、自分から「困っている」ことをなかなか伝えられない人や聴覚や内部障
害など、一見障害があるとわからない人もいます。「ヘルプカード」は障害のある方が、日常生活や
緊急時、災害時に周囲に手助けを求めるために所持するカードです。

ヘルプカードを配布しています
　ヘルプカードと専用ホルダーを、対象の方に無料で配布しています。
▽対　　象　	村内在住で身体・知的・精神障害のある方、難病の方等、日常生活や緊急時に支援を

必要とする方
▽配布場所　やすらぎの里福祉けんこう課けんこう係

ヘルプカードの活用場面
▽災害のとき　災害が発生したとき、災害に伴う避難生活が必要なとき
▽緊急のとき　道に迷ってしまったとき、パニックや発作、病気のとき
▽日常的に　ちょっとした手助けが欲しいとき

皆さんの手助けが必要です
　ヘルプカードを持っていて困っている方を見かけたら、次のような手助けをお願いします。
▽「どうしましたか」と声をかけてください。
▽相手に伝わっているかを確認しながらゆっくり話しかけてください。
▽	ヘルプカードを提示されたら、カードに書いてある内容に沿った手助けや記載されている連絡先
への連絡をお願いします。

申込用 QR コード

開催案内（ポスター）☞

◎ 問い合わせ先　西多摩医師会事務局　℡ 0428-23-2171

◎ 問い合わせ先・配布窓口　福祉けんこう課けんこう係（やすらぎの里内）　℡ 042-598-3121
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令和６年度�
大人のスポーツ教室開催のお知らせ

◆日　　時　３月６日（木）午後 7時～８時３０分　※受付：午後６時４５分
◆種　　目　卓　球
◆場　　所　檜原村福祉センター
　※	駐車場の数に限りがあります。乗り合わせができる方は乗り合わせでお越しください。
◆主　　管　檜原村スポーツ推進委員会
◆参 加 費　無　料
◆対 象 者　高校生以上
◆持 ち 物　	上履き、タオル、飲み物等　※ラケットをお持ちの方は

ご持参ください。
◆そ の 他　	事前申込みの必要はありませんが、当日会場にて受付を

します。	 	
当日は運動のできる服装でお越しください。荒天等によ
り中止になる場合がありますのでご了承願います。

みんなの参加を
待ってるじゃが！

◎ 問い合わせ先　教育課社会教育係　内線 227

第3回檜原村歴史講座開催のお知らせ
　ＮＰＯ法人歴史資料継承機構の西村慎太郎氏による第 3回檜原村歴史講座を開催します。
　今回は檜原村の古文書保全・調査活動の成果と、檜原村の古文書から見る歴史や、くずし字の読み方につ
いて説明します。

　○日時・場所　	３月５日（水）　午後 1時開場　午後 1時３０分から午後３時まで	 	
檜原村役場 3階　３０１会議室　

　○募 集 定 員　先着２０名
　○参　加　費　無料
　○申　込　み　２月２８日（金）までに檜原村郷土資料館へお電話ください。

◎ 申込み・問い合わせ先　檜原村郷土資料館　℡ 042-598-0880

教養講座参加者募集！
　年間を通して『俳句教室』『水彩画教室』『水墨画教室』を開催しています。素敵な作品を一緒に作りませ
んか？皆様の申込みを随時お待ちしています。

○場　所　檜原村福祉センター及び檜原村役場
○参加費　無料
○対　象　村内在住・在勤者

◎ 申込み・問い合わせ先　教育課社会教育係　内線 227

教
育
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〈広告〉

「村民ひろば」について
　サークルの会員募集やイベントの開催案内等、生涯学習や社会福祉活動に広く村民を対象とした情
報を、広報ひのはらの紙面に掲載することができます。
　詳細は、下記へお問い合わせください。

◎ 問い合わせ先　総務課総務係　　内線 216・218

村民ひろば

檜原村安全・安心むらづくり�
協議会よりおしらせ

道路の凍結に注意しましょう！

　冬季の雨や積雪時、日かげ・橋の上・山道などの道路では路面が凍結し、滑りやすくなっています。
　スリップ事故や転倒事故が起こりやすいので注意してください。
　車を運転する際は、雪道や凍結した道路での急ハンドル・急ブレーキ・急加速をしない運転を励
行して、交通事故を起こさないよう、また交通事故に遭わないようにしましょう。

◎雪道・凍結した道路での安全運転アドバイス

○スタッドレスタイヤ、タイヤチェーンを装着する。（過信は禁物）
○発進、停止はゆっくりと。また、停止は早めの操作を心がける。
○前の車とは十分な車間距離をとる。
○橋の上は凍結しやすいので、ゆっくりと走行する。
○朝晩は、太陽の日差しがまぶしく路面の状況がわかりにくいので、凍結していると思って運転する。
○安全速度で運転する。
○カーブの手前等では十分に減速し、ゆっくりと走行する。
　歩行者の方も、凍結した路面には気をつけていただき、車に対してはいつも以上の注意をしてい
ただくようお願いします。

◎ 問い合わせ先　総務課総務係　　内線 216・218

そ
の
他

その他
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令和７年　２月号

住宅火災から命を守る強い味方！�
住宅用火災警報器！！

　寒さが厳しくなる２月は、暖房器具を使用することが多くなり、住宅火災が多発します。住宅用

火災警報器（住警器）は私たちの命を住宅火災からも守ってくれる強い味方です。住警器は、煙や

熱を感知し警報音と光で火災の発生をいち早く知らせてくれますので、「いざ」というときに迅速な

避難が可能となるとともに、初期消火や通報などの行動が早まり被害を少なく抑えることができま

す。

　しかし、住警器は、設置から１０年が経過すると電池切れや電子部品の劣化などにより火災を感

知しなくなる恐れがあります。そのため、設置から１０年を経過した住警器は、本体ごと交換しましょ

う。

　また住警器で火災を早期に発見できれば、初期消火が可能です。一家に一本、マイ消火器の設置

を検討してみてください。

◎ 問い合わせ先　秋川消防署　℡ 042-595-0119

「�ハローワーク青梅��
合同就職面接会in羽村」のご案内

　ハローワーク青梅では、羽村市・青梅市・福生市及び西多摩郡での就職を希望される方を対象に

就職面接会を開催いたします。

　複数の企業と面接できる機会となっておりますので、多くの方のご参加をお待ちしております。

＊開催日時　　２月１８日（火）
　　　　　　　午後１時３０分～午後４時（受付 午後１時～午後３時）

　　　　　　　　・参加企業ＰＲタイム　午後１時３０分～午後１時５０分

　　　　　　　　・企業との面接　　　　午後１時５０分～午後４時

＊会　　場　　羽村市産業福祉センター　２階
　　　　　　　羽村市緑ヶ丘２－１１－１（ＪＲ青梅線羽村駅下車　徒歩１０分）

＊対 象 者　　羽村市・青梅市・福生市及び西多摩郡での就職を希望している方
＊参加企業　　	１０社	 	

参加企業の情報については、ハローワーク青梅のホームページをご確認ください。

＊持 ち 物　　履歴書等の応募書類・筆記用具
　　　　　　　※面接する企業分の応募書類をご用意ください。

◎ 問い合わせ先　ハローワーク青梅　職業相談コーナー　℡ 0428-24-9163

そ
の
他
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友
とも

澤
さわ

　勇
ゆう

紀
き

（宮ヶ谷戸在住）
　先月の広報で、「協力隊活動も残り４か月！」なんて書いていましたが、残り３か月でし
たっ！！（笑）なので、来月で協力隊おしまいです！協力隊任期が終わっても、変らずに、
村に根ざした活動で暮らしが立てられるよう、現在その準備の大詰めを迎えています。来
月の広報でその報告もできる様に頑張ります。又、今年から、協力隊の活動を村の方に広
く知ってもらいたいとの思いから、活動報告会を開催することになりました。日時は
３/１６（日）午後１時３０分から役場３階住民ホールにて行います。詳しくは別の形に
て告知いたしますので、皆様お誘いあわせの上、ご気軽に足をお運び下さい。
　２月にピッタリの活動報告も少し。払沢の滝冬まつり実行委員会で毎年設置している氷
のオブジェ。今年は知恵を出し合い、自分達の手で作ってみました。小正月につくる繭

まゆ

玉
だま

飾りです。氷瀑クイズ期間最終日の２/２０（木）までは間違いなく設置してあると思う
ので、綺麗に整備された道でぜひ見に行ってみてください！

中
なか

澤
ざわ

　大
だい

樹
き

（出畑在住）
　昨年初めて参加させていただいた御

お

餇
とう

神事ですが、今年も参加させていただきます！
　昨年は分からないことが多く、ひとつひとつの意味を十分に理解できているか不安なま
まだったので、今年は、より深く理解できるようにしたいと思います。
　また、昨年は４番手で、火付けの順番が回ってこなかったので、今年こそは火を付けら
れることを祈りながら、当日まで過ごそうと思います！
　今年度も残すところ２か月になりました。４月から３年目になりますので、協力隊退任
後の準備も進めていきながら、元気に活動していきたいと思います！

加
か

藤
とう

　綸
りん

啓
けい

（笛吹在住）
　家に帰るなり毛布にくるまり、ストーブのスイッチを押し、檜原の冬はとても寒いと体
感する毎日が続いています。檜原の冬を体験できるものの一つに柚子があると思います。
そんな柚子を先日、湯久保地区で採る手伝いをさせていただきました。柚子畑に行くまで
の道のりで既に疲れてしまい、凄い傾斜地だと実感しました。脚立に上り高枝バサミで柚
子を切り、下でキャッチする作戦で柚子採りを行いましたが、これが楽しい！野球のノッ
クを受けている気分で少年だった頃の心が蘇ってきました。イレギュラーバウンドもある
ので少年野球の練習に良いかもしれません（笑）柚子は霜が降りたら甘くなり猿が採りに
来ることが多くなるため、柚子を取ることは獣害対策にもなるということを聞きました。
柚子採りは大変手間暇のかかる仕事ですが、美味しい柚子が取れて獣害対策になるのであ
れば一石何鳥かにはなるのかと思いました。

松
まつ

本
もと

　圭
よし

史
ふみ

（上元郷在住）
　湯たんぽと、移住してすぐの頃に買っておいた「あったか敷きパッド」で寒さをなんと
かしのいでいます。毎朝なかなか布団から出られず、活動時間が短くなってしまっていま
す…。
　寒さで言うことを聞かない体を何とか動かして、柚子でコーラシロップを作ってみまし
た。ほかの隊員と収穫作業をお手伝いしたときにいただいたものを使っています。以前レ
モンとルバーブで作ったものよりも、まろやかで優しい味わいです。いつもは炭酸水で割っ
て飲むのですが、食通の方にアドバイスをいただき、お湯で割ったところ、甘みと香りが
引き立ちました！
　また、レモンと柚子を合わせたものも作ったのですが、柚子だけのものよりもスッキリとした味わいになりました。
　今後も、おいしく獣害対策ができたらと考えています！

今回参考にさせていただい
た、小林家住宅の小正月飾り
です

昨年の御餇神事の様子です

柚子畑の斜面の光景。とても
いい景色で気持ちが良かった
です

クラフトコーラ製作中の鍋の
様子です

Vol.104

檜原村地域おこし協力隊
ひのはらだより

そ
の
他
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いま、檜原小学校では

【２・３月のおもな学校行事予定】
２月

　１日（土）ふるさと檜原学習発表会
　４日（火）中学校体験授業（６年）
　６日（木）不審者対応避難訓練
　７日（金）子ども国際音楽祭（５・６年）
１０日（月）保育園交流（１年）
１３日（木）福祉体験（４年）
１４日（金）校外学習（たんぽぽ学級）

１８日（火）和菓子作り体験（６年）
２５日（火）保護者会（４・５・６年）
２７日（木）保護者会（１・２・３年）

３月
　６日（木）６年生を送る会
２４日（月）卒業式
２５日（火）修了式

《連合音楽会》
　11月８日（金）に秋川キララホールで行わ
れた連合音楽会に３～６年生が出演しました。
合唱『心の瞳』と合奏『彼こそが海賊』を演
奏しました。当日は、たくさんの保護者の皆
様にも見守られながら、スローガン「一心」
を胸に心を一つにしたすばらしい発表でした。

《保育園交流》
　11月 21日（木）は、第 2学年が 1歳児ク
ラスの子たちと、12 月 17 日（火）は、第 5
学年が 5歳児クラスの子たちとそれぞれ檜原
保育園に伺い、交流を深める機会をもちまし
た。
　小学校の子供たちは、事前に出し物や遊ぶ
内容について学級で考え、どうしたら園児が
喜ぶか話合いました。校内研究で重視してい
ることもあり、「話合い活動」は活発に行われ
ました。
　その甲斐あって、交流会はどちらとも多く
の園児の笑顔が見られました。

学校だより学校だより

《福祉施設交流》
　今年度も福祉施設交流として１，２年生が
「桧原苑」と「サナホーム」を訪問しました。
交流内容については、２年生が話し合って決
めました。
　劇「白雪姫」と歌「にじ」「少年時代」、ふ
れ合いタイム「檜原かるた・あやとり・マジッ
ク」を行いました。
　当日は、舞台に上がり緊張気味の子供たち
でしたが、一生懸命頑張る姿に温かい言葉や
拍手をいただきました。

《檜原学園マラソン大会》
　毎年恒例の「檜原学園マラソン大会」を 11
月 30日（土）に実施することができました。
　本大会は、駐在所、交通安全協会、保護者、
地域の皆様のご協力のもと、公道を使わせて
いただき、走るという子供たちにとっても貴
重な経験ができる大会です。また、大会名物
となっている白バイが先導するレースも、子
供たちにとっては、これからずっと記憶に残
るものとなるはずです。
　皆様には、沿道からたくさんのご声援をい
ただき、また交通規制にもご協力をいただき、
誠にありがとうございました。

（	マラソン大会　５，６年生
ロードレース）

そ
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過去に放送した内容を聞くことができます。

休日診療医療機関名のお知らせ
日（曜日） 医療機関名 住　　所 電　　話

２月
２日（日）あべクリニック

あきる野市
瀬戸岡４７４－６ 042－558－7730

９日（日）星野小児科内科クリニック
あきる野市
小川東１－１９－２０ １Ｆ 042－559－7332

１１日（火・祝） いなメディカルクリニック
あきる野市
伊奈４７７－１ 042－596－ 0881

１６日（日）櫻井病院 あきる野市
原小宮一丁目１４－１１ 042－558－7007

２３日（日・祝） 樋口クリニック あきる野市
秋川３－７－５ 042－559－8122

２４日（月・振休） 佐藤内科循環器科クリニック
あきる野市
秋川２－５－１ 042－550－7831

受付時間　午前９時～午前１１時４５分・午後１時～午後４時４５分

＊ 午後の診療時間は変更となる場合がありますので、事前のご確認をお願いし
ます。また、受診する際は診療科目を事前に確認してください。

「広報ひのはら」は再生紙を利用しています。

テレホンサービスによる診療案内
東京消防庁救急相談センター TEL 042-521-2323

携帯電話・PHSは♯7119
秋川消防署 TEL 042-595-0119
東京都保健医療情報センター TEL 03-5272-0303

世帯と人口 （１月１日現在）
（　）内は前月比

女 

1,923
962

世帯数 1,105
男 961 2人減4人減

6人減1世帯増

　令和７年１月１３日（月・祝）に行われた、檜原村成人式「二十歳のつどい」にご出席された皆様です。
　当日は、７名の素敵な笑顔が集まりました。
　これからも、新しい挑戦を楽しみながら素晴らしい未来を築いてください。
　おめでとうございます。

祝　二十歳のつどい

檜原村ジュニアスキー教室を開催しました！
　１月４日～６日に、白馬岩岳スキー場（長野県白馬村）にて、檜原村の小中学生３１名、利
島村の小中学生１１名の参加により檜原村ジュニアスキー教室を開催しました。
　当日は豊富な雪と天
候に恵まれ、気持ちよ
くスキーを楽しみ、利
島村の子たちと交流す
ることもできました。

東京消防出初式に出場しました。
　１月６日（月）江東区有明の東京ビッグサイトで開催された東京消防出初式に檜原村消防団
が出場しました。
　当日は、檜原村消防
団第３分団が多摩地区
の消防団を代表して消
防演技を行いました。


